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利益相反防止規程 

第 1 章 総 則 

（目的） 

第 1 条 この規程は、一般財団法人南西地域産業活性化センター（以下、「本財団」とい

う。）の倫理規程に基づき、本財団の役職員による利益相反行為を防止し、開示

について必要な事項を定めることを目的とする。  

 

（適用範囲） 

第 2 条 本規程は、本財団の役員及び全ての職員（以下、「役職員」という。）に対して

適用する。 

 

（定義） 

第 3 条 この規程において「利益相反行為」とは、以下の行為をいう。  

(1) 役職員が、自己又は第三者のために行う本財団の事業の部類に属する取引をし

ようとするとき 

(2) 役職員が、自己又は第三者のために本財団と直接取引をしようとするとき。 

(3) 本財団が役職員の債務を保証すること、その他役職員以外の者との間において

本財団と当該役職員との利益が相反する取引をしようとするとき。  

(4) 役職員の職務の執行にあたり、本財団の利益よりも特定の個人又は団体の利益

を優先すると認められる活動、寄付、又はその他の行為。  

 

 

第 2 章 利益相反行為の防止 

（利益相反行為の防止） 

第 4 条 本財団の役職員は、その職務の執行に際し、本財団との利益相反が生じる可能

性がある場合は、その事実の開示その他の本財団が定める所定の手続に従わなけ

ればならない。 

2 役職員は、原則として、利益相反行為を行ってはならず、やむを得ない理由によ

り当該行為を行う場合には、事前に会長に書面で申告するものとする。 
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第 3 章 利益相反行為の申告 

（自己申告） 

第 5 条 役職員は、その形態の如何を問わず、就任又は採用時並びに新たに本財団以外

の団体等の役職員を兼ね、又はその業務に従事すること（以下「兼職等」という。）

となった場合には、利益相反行為に該当する事項に関する自己申告を行うものと

する。 

2  前項に規定する場合のほか、本財団と役職員との利益が相反する可能性がある

場合(本財団と業務上の関係にある他の団体等に役職員が関係する(兼職等を除

く)ことによってかかる可能性が生ずる場合を含む)に関しても前項と同様とす

る。 

3  本財団は定期的に役職員の兼職等の状況、前各項の規定に基づく申告事項の有

無及び内容について役職員からの自己申告をもって確認するものとする。 

4  本財団は、利益相反行為の防止のため、役職員に対して利益相反行為に該当す

る行為を行わないよう指導するとともに、申告内容を確認し、必要な是正措置を

講じなければならない。 

 

（申告内容の管理） 

第 6 条 前 5 条に基づいて申告された内容及び提出された書面又は電磁的記録は、事務

局にて管理するものとする。 

 

（適切な利益相反管理） 

第 7 条 本財団の役職員は、自己以外の役職員の利益相反行為あるいはその可能性があ

る行為を発見した場合は、速やかにコンプライアンス委員会の構成員に報告しな

ければならない。 

 

 

附   則 

 

この規程は、令和６年７月１日から施行する。 

 


